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2026 年 4月 28日、広東省政府は「広東省国民経済・社会発展第 15次五ヵ年計画綱要」（以下「十五・五計画」）を正

式に発表した。同計画は 2026～2030年の広東省経済・社会発展の基本方針を示すもので、今後 5年間の発展目標、

重点任務、政策方向を包括的に整理している。在香港の日系企業の観点から注目すべきは、今回の計画において、香

港政府が深圳と接する香港北部で推進する「北部都会区」構想との連携強化が明確に打ち出された点である。大湾区

本土都市との連携を通じた新たな成長機会を見極める上で重要な内容となっている。 

 

1. 第 14次五ヵ年計画の振り返り 

第 14次五ヵ年計画期間（2021～2025年）中、広東省の成果では、2025年の広東省 GDPは 14.58兆人民元に達

し、37年連続で全国首位となったほか、一般公共予算収入も 1.39兆人民元と、35年連続で全国首位を維持した。 ま

た、粤港澳大湾区（GBA）の牽引効果が顕在化し、重大協力プラットフォームの建設、市場一体化、優質生活圏の形成

が進展したとされている。 

科学技術面では、香港、深圳、広州を中心に、大学・研究機関・スタートアップ・ハイテク企業が集積するイノベーション

圏の形成が進み、研究開発力や技術人材、企業の技術革新力などを総合した広東省のイノベーション競争力も全国上

位を維持した。貿易面では、2025年の輸出入総額が 9.49兆人民元に達し、40年連続で全国首位となった。インフラ

においては、海底トンネルと海上橋から深圳・中山を繋ぐ高速道路「深中通道」、広州と湛江を接続する「広湛高速鉄

道」、広州白雲国際空港第 3期拡張など、大湾区一体化を支える交通・空港や水利分野の基盤整備が進展した。 

 

2. 第 15次五ヵ年計画の主要内容（一部抜粋） 

「十五・五計画」は、2030年までの主要目標として、科学技術の自立・自強、都市と農村の格差縮小、人民の生活レベ

ルの向上、グリーン推進などの 8つの方向性を掲げている。 特に経済発展面では、広東省 GDPの年平均成長率を

5％前後とし、内需による経済成長牽引力の強化を目指す。また、住民一人当たり可処分所得の伸び率についても

GDP成長率と概ね同水準とする方針が示されており、経済成長と民生改善の両立を重視している。 科学技術面で

は、研究開発投資総額の目標年平均成長率を 5％と設定し、基礎研究、産業イノベーション、教育・科学技術・人材の

一体的発展を通じて、世界的影響力を持つ産業科技イノベーションセンターの形成を重要な柱としている。 
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1 InnoHKは香港をグローバルな研究協力センターとして発展させることを目的とした香港政府の重点プロジェクト。香港および国際

的に著名な機関との協力を通じ、イノベーション・科学技術の成果を世界社会に還元することを目指す 
2 香港・洪水橋と深圳・前海を結ぶ計画中のクロスボーダー鉄道。全長約 18.1km、香港側に洪水橋・厦村・流浮山、深圳側に深圳

湾口岸・前海の計 5駅を設ける計画 
3 「湾区（GBA）標準」と「湾区（GBA）認証」は広東・香港・マカオで共通して実施する技術標準・品質認証制度で食品、物流、医療、

養老等の分野で、三地域の品質認証ルールの接続を促進 

分野 内容 

GBA建設 

科学技術・イノベーション 

▪ 「広州・深圳・香港」、「広州・珠海・マカオ」を軸に、イノベーションにおいて高度な研究開

発資源を集積 

▪ 香港・マカオと共同研究所を建設するため、研究資金の越境支払い、研究データの越境

移動の仕組みを模索 

▪ 香港・マカオの大学や InnoHK1等の研究機関と連携し、技術開発、中間試験、応用シー

ンの開拓、成果の事業化まで一体的に推進 

 

香港北部都会区との連携推進 

▪ 香港政府が推進する北部都会区発展戦略に対応し、園区開発、産業誘致、プロジェクト

開発、インフラ整備、人材誘致、生態環境保護等の分野で協同 

 

インフラ連結 

▪ GBA内の幹線鉄道、都市間鉄道、市域鉄道、都市鉄道の一体化ネットワークを拡大 

▪ 珠江口周辺を直接結ぶ鉄道ルートの整備を加速し、港深西部鉄道2、広珠澳高速鉄道な

どの越境鉄道プロジェクトを推進することで、香港・マカオと広東省内都市の移動利便性

を向上 

 

人材・資格・データ・制度接続 

▪ より便利な人員往来のためのビザ・通関政策の改善を推進 

▪ 専門資格の相互認定による香港・マカオの専門人材の GBA都市内での就業円滑化 

▪ 広東・香港・マカオ三地域間で、データを効率的かつ安全に流通させる仕組みを整備 

▪ 「湾区（GBA）標準」と「湾区（GBA）認証3」の対象範囲と活用場面を拡大し、高品質な製

品・サービスの域内流通を促進 

▪ 香港・マカオ医薬品・医療機器コネクト（メディカルコネクト）を拡張 

▪ GBAを商業紛争解決や企業再編の有力な選択地とするため、香港・マカオとの立法、法

執行、司法面での協力を強化し、三地域間の民事取引紛争の解決メカニズムを整備 

 

重点協力プラットフォーム 

▪ GBA量子科学センター、国家人工知能学院（深圳）などのイノベーションプラットフォーム

の整備を進め、新世代情報技術、先進バイオ医薬、人工知能、デジタル経済など推進 

▪ ループ深港科技イノベーション協力区深圳園区では、香港と「一河両岸、一区両園」の一

体的な開発を進め、国際的な研究開発型企業、研究機関、科技人材の誘致を図る 

▪ 香港との連携しながら、前海協力区で現代サービス業の発展を進め、電信、インターネッ

ト、教育、文化などの分野で人民元の越境利用やビジネス環境の開放を段階的に促進 

▪ 横琴協力区でスマート科学技術研究院、中医薬関連実験室、集積回路産業園区などを

建設 
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産業高度化 

伝統産業の高度化 

▪ 電子、機械、化学、軽工業、建材、繊維、金属、鉱業、船舶等の既存産業について、技

術・設備・材料・生産プロセスの更新を通じて高度化を促進 

▪ 家電、食品、アパレル、家具、宝飾品、玩具、製靴、金属製品、陶磁器等において競争

力ある伝統産業クラスターを形成 

▪ 健康、ファッション、グリーン軽工業、スマートホーム、高品質特殊鋼、高性能合成材料、

高級工作機械等のハイエンド製品の供給力を強化 

▪ 優良鋼材、石油化学、ハイテク船舶等の産業拠点を形成し、先進製造業クラスターを育

成 

▪ 企業による新技術、新設備、新材料、新工程の導入を支援し、重点業種における省エ

ネ・脱炭素への転換を促し、主要設備のエネルギー効率向上、クリーン化、循環利用、

低炭素化を推進 

 

新興産業および未来産業の育成 

▪ 新エネルギー、新材料、スマートコネクテッドカー、スマートロボット、医薬・医療機器、航

空宇宙、集積回路、低空経済、バイオ製造等を重点的に育成し、新たな基幹産業として

成長促進 

▪ 算力チップ、全固体電池、革新的医薬・医療機器、スマート運転技術等の戦略製品も重

点分野として注力 

▪ 汎用 AI、生命・健康、低炭素エネルギー、宇宙・海洋等の分野において、第 6世代移動

通信、エンボディド AI、細胞・遺伝子治療、脳科学・ブレインマシンインターフェース、水

素エネルギー、先進原子力、深海探査、量子科技等を新たな成長分野として育成 

 

サービス業の高度化 

▪ 研究開発・設計、ソフトウェア、検査・測定・認証、現代金融、商業・展示会、法律・会計、

現代物流等のサービス業を専門化・高付加価値化する 

▪ 工業ソフトウェア、クラウドサービス、ビッグデータサービス等を通じ、産業のデジタル化

の革新を促進 

▪ グリーン金融、グリーン物流、低炭素認証、省エネ・環境保護サービス等を発展させ、産

業チェーン全体の対応力を向上 

 

産業チェーンの強化 

▪ 業界トップ企業による産業チェーンの垂直統合や、地域をまたぐ企業再編・統合を促進

し、国際市場への展開も支援 

 

イノベーション 

基礎研究・応用の強化 

▪ 国際的先端水準に照らし広東省の基礎研究力と自主イノベーション能力を強化 

▪ 量子技術、ブレインマシンインターフェース、原子レベル製造、先端新材料、次世代コンピ

ューティング、深宇宙・深海等の分野で基礎研究を強化しつつ、経費も引き上げ 

▪ 情報、ライフサイエンス、素材料、海洋、エネルギー等の重点分野を中心に、世界水準の

大型科学研究施設クラスターを整備 

▪ 医薬、素材、バイオ、情報、製造、エネルギー、農業等の分野で重大科技プロジェクトの

研究を集中化、国・省レベルの重要技術課題の解決を図る 

 

重要・先端技術への重点投資 

▪ 量子技術、脳科学、ブレインマシンインターフェース等の先端・破壊的技術分野において

新産業の創出につながる基盤技術として、早期から研究開発と実用化を準備 

▪ ハイテク分野を牽引するリーディング企業を育成 

 

研究開発の成果転化・事業化 

▪ 企業をイノベーションの主体とし、市場ニーズを起点に、産学官連携による技術開発を促

進 

▪ 技術開発から実証、商業化、産業集積までつなげる仕組みを強化し、研究成果を産業化 

▪ GBA国家技術イノベーションセンター、全国高校区域技術移転転化センター、前海深港
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4 広東省政府や省内各部門・各都市が保有する公共データを、社会向けに公開・提供するための公式データ開放プラットフォーム 

技術移転転化センター等の整備を進め、産業共通技術の供給と研究成果の実用化を加

速 

 

知的財産保護 

▪ 知的財産権保護の仕組みを整備し、特許侵害紛争に関する仲裁制度を強化 

 

人材育成・人材集積 

▪ イノベーションと人材育成を一体的に進め、GBAを高水準の人材集積地とすることを目

指し、先端技術分野の研究者・専門人材の育成と誘致を進める 

AI 

AI基盤の整備 

▪ 「算力、大規模 AIモデル、データセット」を一体的に整備し、自主的に制御可能で、先進

的かつ体系的な AI基盤を構築 

▪ 智能チップ、高性能センサー等のスマートハードウェアの研究開発を強化し、国産計算チ

ップやオープンソース OSとの適合・認証、AI関連ソフト・ハードウェアのエコシステム形

成を進める 

▪ 高性能計算・智算資源の拡充で国家スーパーコンピューティング広州センター、深圳セン

ター等を活用し、高性能・高品質な AI計算資源を供給 

▪ 生成 AIや大規模 AIモデルの開発に必要な計算インフラを強化 

▪ 「オープン広東」4プラットフォームのデータ基盤を拡充し、金融、交通、医療等の分野にお

ける公共データについて、個人情報等を保護した上で段階的に開放 

 

AI活用プロジェクトによる産業応用 

▪ 10大スマート化プロジェクト：製造、医療、エネルギー、教育、交通、農業、都市、水利、居

住環境、緊急対応を重点分野として、AIの社会実装を推進 

 

公共サービスのスマート化 

▪ 教育、医療、介護、雇用等の公共サービス分野で AIを活用 

▪ 遠隔医療、スマート介護等の新たなサービスモデルを発展 

▪ 「AI＋雇用」関連の応用を模索し、省レベルの雇用情報プラットフォームや雇用情報デー

タベースのスマート化を進める 

▪ 自然災害対策、緊急救援、公共安全の早期警戒、社会治安管理等に AIを活用し、社会

管理とリスク対応を高度化 

インフラ整備 

新型インフラ 

▪ 空・宇宙・地上・海洋を一体化した情報通信ネットワークを整備し、5G-Aネットワークの展

開と 6Gネットワークを研究開発・建設 

▪ 韶関データセンター集群の建設を加速し、粤港澳大湾区における AI発展を支えるスマー

ト計算資源を強化 

 

交通・物流インフラ 

▪ 珠江デルタ主要都市間を 1時間、珠江デルタと広東省の東部・広東省の西部・広東省の

北部地域を 2時間、国内および東南アジア主要都市を 3時間、世界主要都市を 12時

間前後で結ぶ「12312」交通圏の形成を目指す 

▪ 省内 1日、国内・東南アジア主要都市 2日、世界主要都市 3日で貨物配送を可能とす

る「123」高速物流ネットワークを構築 

 

新型エネルギー 

▪ 風力、太陽光、水力、原子力等を組み合わせ、非化石エネルギーの発展を推進 

▪ 原子力発電を安全かつ秩序立って発展させるほか、洋上風力発電を建設 

▪ 石炭のクリーンかつ高効率な利用促進のため、石炭火力発電を改造・高度化 
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5 CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的協定、Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-

Pacific Partnership）とは、関税削減に加え、投資、知的財産、国有企業、電子商取引等の分野で高水準のルールを定める多国

間経済連携協定 
6 DEPA（デジタル経済連携協定、Digital Economy Partnership Agreement）とは、データ流通、電子商取引、デジタル貿易、AI等

の分野に関するルール整備を目的とした国際協定 
7 CEPA（香港・中国経済貿易緊密化協定）とは、香港原産製品が中国本土へ輸入される際の輸入関税が免除されるほか、香港の

サービス業者、小売業者に対して優先的に中国本土の市場参入を認める 

内需拡大 

消費振興 

▪ サービス消費、大型消費、製品品質向上、消費環境改善、インバウンド消費を重点的に

拡大 

▪ 養老・育児、文化・スポーツ・観光等のサービス供給の拡大 

▪ 自動車、消費財の買い替え、中古品市場、教育、健康管理、リハビリ・療養等の消費を促

進 

▪ 低空経済、クルーズ・ヨット消費、興行、スポーツイベント、スマート住宅改造、高齢者対

応住宅改修等を通じ、新たな消費需要を掘り起こす 

▪ 免税店・VAT還付対応店舗の整備を加速し、テクノロジー・デジタル製品、国産ブランドの

トレンド商品、広東特産品等の供給を拡充 

▪ 外国人旅行者による宿泊、飲食、交通、買い物、決済、通信、医療等の利便性を向上 

 

投資拡大 

▪ 交通、エネルギー、水利、情報、科技、都市更新、観光・消費等のインフラ投資を加速 

▪ 教育、医療、養老・育児、住宅等の公共サービス投資を強化し、人材開発や人的資本へ

の投資を拡大 

▪ 民間企業による鉄道、原子力、水力、風力、直流送電、石油・ガスパイプライン、LNG受

入・貯蔵施設、供水等の重大プロジェクトへの参画を促進 

 

全国市場への参画 

▪ 市場制度、インフラ、政府行動、市場監督・法執行、資源市場の統一を進め、全国市場の

構築に深く参画する。これにより、省内外の市場接続を高め、国内外への開放を継続的

に拡大 

対外開放 

投資・貿易・金融・イノベーションにおける開放 

▪ 電信、インターネット、医療、教育、文化分野における知財保護、産業補助、環境基準、労

働基準、政府調達等の制度整備を推進 

▪ CPTPP5、DEPA6への対応を見据え、知財保護、産業補助、環境基準、労働基準、政府

調達等の制度整備を推進 

▪ CEPA7枠組みの下で香港・マカオに対するサービス業開放を拡大 

▪ 中国・シンガポール広州知識シティー、中韓（恵州）産業園等を活用し、技術、知財、投

資、産業分野での国際協力を強化 

 

対外貿易の高度化 

▪ ASEAN、中東、ラテンアメリカ、アフリカ等の新興市場を開拓しつつ、欧米・日本・韓国市

場の深耕を継続 

▪ 競争力の高い製品やサービスの輸出を拡大するとともに、電子情報、スマート家電、自動

車、繊維・アパレルを含む輸出産業のクラスターを育成 

▪ 貿易の基盤を強化しながら、加工貿易を製造中心から R&D、設計、ブランド、販売へ高

度化する。中間財貿易、保税物流、保税メンテナンス等の新分野を拡大 

▪ 越境 ECの発展（「越境 EC＋産業集積」モデル）を推進し、国内プラットフォームを育成 

▪ 越境サービス貿易に係るネガティブリストを実施し、「製造＋サービス」の海外進出を促進 

▪ オフショア貿易（リインボイス）、グローバル調達等の新型貿易を拡充し、多国籍企業の決

済センターを誘致 
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8 QFLP（Qualified Foreign Limited Partner）とは外国投資家が中国国内の未上場企業等に投資する人民元ファンドに出資する制

度 
9 QDLP（Qualified Domestic Limited Partner）とは中国国内の投資家が海外のファンド等に投資することを可能とする制度 

 外資誘致 

▪ 外資を先進製造、現代サービス、ハイテク、環境分野へ誘導し、産業チェーンへの参画を

促し、外資企業の本部機能・R&D拠点設立を支援 

▪ 外資企業に対する国民待遇や制度的保護を強化 

 

一帯一路 

▪ 「一帯一路」におけるインフラ連結性を強化し、広州・深圳の国際航空・港湾ハブ機能の向

上とともに「空中シルクロード」「海上シルクロード」を建設 

▪ 「シルクロード EC」イニシアティブを通じた国際協力を積極的に推進し、Eコマース分野に

おける開放を拡大 

金融発展 

金融機能の高度化 

▪ 融資保証、ファイナンスリース等の地方金融機関の健全な発展を促進、前海における深

圳・香港クロスボーダー・リース産業を強化 

▪ 南沙で航空機・船舶リースの発展を強化 

▪ 銀行等の法人金融機関を誘致・育成 

 

資本市場の活用 GBA金融連携 

▪ 科学技術企業の上場を支援し、資本市場を通じた資金調達を支援 

▪ 科学技術の上場企業による M&Aや再編を後押しし、成長加速と産業高度化を狙う 

 

GBA金融連携 

▪ GBA間の金融市場の制度連携・機関連携を推進 

▪ CEPAの枠組みの下で、香港・マカオの銀行の中国本土業務範囲拡大や、金融人材の

越境業務の利便性を向上 

▪ 「跨境理財通」の拡充により、大湾区住民のクロスボーダー投資機会を拡大 

▪ 広東省の証券・ファンド・先物会社による香港・マカオにおける子会社設立を促進 

▪ 香港の国際金融センターとしての機能強化を支援するとともに、マカオの現代金融業の

発展を後押し 

▪ 人民元の国際化を推進し、クロスボーダー貿易・投資における人民元利用を拡大 

▪ クロスボーダー投融資の利便化を進め、QFLP8、QDLP9等の制度を最適化し 

▪ 多国籍企業による資金の一元管理を推進 

海洋経済 

海洋養殖 

▪ 海洋養殖を発展させ、優良養殖品種の育成・開発を加速 

▪ 深海・遠洋での養殖設備の研究開発・製造を進め、養殖、コールドチェーン、加工設備の

高度化・専門化を図る 

 

海洋装備・造船 

▪ 海洋船舶および海洋エンジニアリング装備の産業クラスターを形成し、世界水準の造船・

海工装備基地を構築 

 

海洋エネルギー 

▪ 洋上風力発電の整備を推進し、産業チェーン全体を発展 

▪ 洋上太陽光発電の導入を進めるほか、波力・潮汐エネルギー等の海洋エネルギーの総

合的な開発・利用を模索 

 

海洋バイオ産業 

海洋由来の医薬品やバイオ製品の開発を強化し、研究成果を産業化・商業化 
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3. まとめ 

「十五・五計画」では、GBAを広東省を牽引する強力な成長エンジンと位置付け、香港・マカオとの連携を軸に、インフ

ラ・エネルギー等の「ハード面」、政策・制度等の「ソフト面」、教育・人的交流等の「ハート面」において一体的推進を強

調している。 

産業発展においては AI、生命・健康、低炭素エネルギー、医療、養老等の戦略的新興分野の育成が明確に打ち出さ

れており、広東省がこれらの分野で中国の成長を後押しする役割を担うことが期待される。こうした分野に強みを有す

る日系企業は、グリーンエネルギー分野における水素関連技術や省エネルギーソリューションの展開、高齢化の進展

を背景とした介護サービス、健康管理、精密医療分野での事業機会が想定されるほか、現地企業との共同開発や実

証プロジェクトへ関与する形も一つビジネス展開の方向性として考えられる。 

対外開放の面でも、サービス業の開放拡大、クロスボーダー金融・データ流通の促進等が掲げられており、国際ルー

ルとの整合を意識した環境整備が進められている。日中の緊張関係は継続するとみられるものの、広東省は外資企業

に対して比較的安定的かつ予見可能性の高いビジネス環境を提供しようとする姿勢を示している。こうした動きの中

で、香港・マカオを拠点とする外資系企業（日系企業を含む）については、CEPA枠組みの下での優遇措置を背景に、

より多くの重点分野において先行して市場開放が進む可能性がある。 

加えて今回の計画では、香港との協同に関する具体的な内容が大幅に拡充された。香港の「北部都会区」発展戦略と

の積極的な連携が明示され、北部都会区の開発が香港単独の発展計画の枠組みにとどまらず、広東省からの支援を

背景に、広東・香港双方で共同推進する戦略的プラットフォームとしての位置付けが一層明確化している。また、香港

の大学や InnoHKなどの研究プラットフォームとの連携強化が盛り込まれたほか、産業園区の開発、インフラ整備、人

材誘致に至るまで、幅広い分野における包括的な協力の推進が掲げられている。香港のアカデミー・研究機関をはじ

めとする研究開発機能と、広東省側の実用化・産業基盤を結び付け、バリューチェーン全体にわたる協業体制の構築

が進められることが期待できる。 

また、香港とのクロスボーダー送金や研究データの移転に関する制度整備についても、継続的に開放を進める方針が

示されている。これまで、資金・人材・データの越境が研究開発推進上のボトルネックとされてきたが、今後はその解消

が図られる見込みである。とりわけ、バイオ医薬や人工知能といった資金およびデータ集約型産業の発展を後押しする

ことが期待される。ほかに、人材や交通などの面でも両地の結びつきを一層強化することが期待され、香港経済にとっ

ても中長期的な成長の押し上げ要因となる可能性がある。 

また、本年度香港政府においても初の五カ年計画の策定に向けた動きが進められており、広東省の「十五・五計画」方

針と呼応する形で、北部都会区の開発が最優先課題として加速することが見込まれる。現段階では土地回収や整備

等の初期段階にあるものの、今後本格的な建設フェーズに移行すれば、新田テクノポールや洪水橋／厦村開発エリア

を中心に、データセンター、スマート交通、低炭素建築等のインフラとその周辺関連分野において一定の事業機会が生

カーボンピーク  

アウト 

カーボンピークアウト目標 

▪ 2030年までのカーボンピークアウト達成を目指すべく、炭素排出の総量と強度の「二重

管理制度」を導入し、重点産業における省エネ・脱炭素化を推進 

▪ グリーン・低炭素関連の標準・計量体系を整備するとともに、炭素排出権、グリーン電力・

証書、水資源使用権、汚染物質排出権等の市場取引の枠組を整備 

▪ グリーンエネルギー、グリーン製造、グリーンサービス等の低炭素産業の発展を加速し、

GBAにおけるグリーン産業クラスターの形成を目標として設定 

▪ 洋上風力、 水素エネルギー、CCUS（炭素回収・利用・貯留）等の次世代低炭素技術・設

備の研究開発を促進 
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じる可能性がある。企業にとっては参画余地として注視すべき領域であり、今後の政策実施および個別プロジェクトの

実現に期待したい。 

以上 
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